
令和６年１月３１日 

 

 

質問回答書 

 

筑紫野市国保年金課 

 

筑紫野市国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託に係る公募型プロポーザル

について、下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

NO 質問内容 回答 

１ 

診療報酬明細書 1,113,000 件 

柔整施術療養費支給申請書点検 30,000 件 

それぞれの内訳をご教示ください。 

内訳（年）は、以下のとおり想定しています。 

・診療報酬明細書 

 件数 

医科（入） 3,200 

医科（外） 183,260 

D P C 2,370 

歯科（入） 9 

歯科（外） 44,600 

調 剤 136,359 

訪問看護 1,202 

合 計 371,000 

 

・柔道整復施術療養費支給申請書 
 
 

 

 

柔 整 10,000 

合 計 10,000 

２ 

作業については筑紫野市役所内とあります

が、電子レセプトデータを外部持出すること

は可能ですか。その際の持出データは、 

ファイル名 

「21_RECODEINFO_MED.CSV」 

「22_RECODEINFO_DPC.CSV」 

例示のデータの持出及び使用は、 委託者と受託者で

協議し、セキュリティが確保できれば可能です。 



「23_RECODEINFO_DPC.CSV」 

「24_RECODEINFO_DPC.CSV」と なり ま

す。 

また、点検結果データ取り込みを行う以下の

データ使用は可能でしょうか。 

「HOKN530 申出情報一括登録」機能 

「HOKN528 色付箋取込」機能 

３ 

月間の月平均再審査申出件数が現状何件かご

教示ください。 

令和５年度の月平均再審査申出件数は、７３０件で

す。 

４ 

福岡県の平均内容効果率を目標とし、とあり

ますが、過去 3 年分の 

・効果率 

・効果総額 

・保険者負担総額 をご教示ください。 

 

筑紫野市の各年度の効果額等は以下のとおりです。 

 保険者

負 担 

総 額 

(千円) 

内 容 

点 検 

総 額 

(千円) 

内 容 

点 検 

効果率 

効 果 

総 額 

(千円) 

効果

率 

R2 6,408,122 5,666 0.09 31,040 0.48 

R3 6,677,136 6,141 0.09 34,493 0.52 

R4 6,701,424 7,353 0.11 43,256 0.65 

 

 

５ 

現在の人員配置をご教示ください。また、繁忙

期に人員の配置人数に変動があるかどうかも

ご教示ください。 

現在の点検員の全体の配置人数は、８人です。その

内、１日当たり１人～４人の人数が配置されていま

す。（日によって変動があります。） 

配置人数等は市から指定はしておりません。繁忙期

の配置人数も含め、委託業者の裁量にお任せしてい

ます。 

６ 

レセプトデータについて 

「効率良く点検を行い、再審査請求を行う。」

を実施するにあたり、国保連合会から提供さ

れるレセ電コード情報ファイルを受託者にも

ご提供いただき、受託者自らが用意するレセ

プト自動点検システムを活用することは可能

でしょうか？ 

【レセ電コード情報ファイル】 

NO.２のとおり。可能です。 



・医科 21_RECODEINFO_MED.csv 

・DPC 22_RECODEINFO_DPC.csv 

・歯科 23_RECODEINFO_DEN.csv 

・調剤 24_RECODEINFO_PHA.csv 

７ 

レセプト自動点検システムについて 

「質問１」可能な場合、セキュリティ対策、及

び BCP 対策として、自動点検システムを強固

なセキュリティを持つデータセンター内（別

拠点）に置き、レセプト点検作業室と専用線に

よるネットワークを構築して自動点検システ

ムを利用してもよろしいでしょうか。 

仕様書に記載されているとおり、個人情報を

取り扱う作業はレセプト点検作業室内で実施

し、構築したネットワーク環境は管理された

ネットワーク内となり、その中でのみデータ

を取り扱うことになります。 

委託者と受託者で協議し、セキュリティが確保でき

れば可能です。なお、機器や設置にかかる費用、ラン

ニングコストは受託業者の負担となります。 

８ 

現業者様での貴市点検室における現業務に携

わる月間延べ人数（人数×日数）をお示しいた

だけないでしょうか。 

NO.５のとおり。 

9 

貸与いただける国保連合会システム端末の台

数をお示しいただけないでしょうか。 

国保連合会システム端末の台数は４台です。 

１０ 

レセプトデータ（レセ電コード情報ファイル）

の提供は可能でしょうか。 

NO.２のとおり。可能です。 

１１ 

レセプト内容点検について、点検会社事務所

内における点検は実施可能でしょうか。 

NO.２のとおり。可能です。 

１２ 

点検会社の保有する自動点検システム機器の

貴市点検室内の設置は可能でしょうか。 

可能です。なお、機器や設置にかかる費用は受託業者

の負担となります。 

 


